
住居において「 介護保険」 と「 介護保険外」 のサービスが混合して提
供される場合における訪問介護サービスに係る給付の算定要件及び
居宅サービス計画の作成等について

１ 趣旨

本市が実施する介護保険法に基づく 実地指導・ 監査、老人福祉法に基づく 立入検査等

の際に不適正な事例が散見されている。不適正な行為が無自覚に行われているとすれば、

それ自体が市民の信託を裏切る行為であり、また、介護保険の適正実施のために真摯に

取り組んでいる他の指定介護保険事業者の信頼まで著しく 損ねるものであることを十

分認識していただく 必要がある。

 そこで、『 住居において「 介護保険」 と「 介護保険外」 のサービスが混合して提供さ

れる場合における訪問介護サービスに係る給付の算定要件及び居宅サービス計画の作

成等について（  26 健介保第697 号 平成26 年8 月5 日付け通知 ）』（ 以下「 通知」 と

いう。） を再度周知徹底するもの。

通知の全文は、 NAGOYA かいごネット 参照

NAGOYA ®かいごネット ト ップページ 【 事業者向け】 ページ

® ®【 事業者指導】 ページ 「 運営の手引きについて」 欄

  （ URL： http://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/kaigo/company/shido/）

２ 通知の内容 

（ １） 対象の住居 

     住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などのほか、住宅型有料老人

ホーム等の届出の有無に関わらず、入所者への食事の提供等、何らかの介護サービス

が提供される住居 

（ ２） 介護保険法に基づく 主な不適正事例 

� 当該住居において提供される「 介護保険外」 サービスの提供体制及び提供内容が

明らかにされていない、 又は口頭によるあいまいな説明しかされていない状態の

下で、 居宅サービス計画を作成している。

� 居宅サービス計画の内容が、利用者個々 の健康状態、ＡＤＬ 、Ｉ ＡＤＬ などの状態

像に照応しておらず、 当該住居の管理者等に依頼された内容で作成されており、

利用者又は家族の選択に基づかないサービス提供を容認している。

� 介護保険の趣旨を逸脱して、 当該住居の利用者に対して画一的な訪問介護サービ

スを提供する内容の居宅サービス計画となっている。（「 介護保険外」 での日常生

活上の世話や生活支援サービス等を考慮せず、 区分支給限度基準額いっぱいまで

「 介護保険」 によるサービスを位置づけている。）

� � �前記 から までの状態の下で、 区分支給限度基準額に達する居宅サービス計画



が作成されている。

� 「 介護保険」 と「 介護保険外」 のサービス提供は、別の時間帯に、別のサービスと

して行われなければならないが、 明確に区分をせずにサービス提供を行って、 訪

問介護費及び当該住居の利用料金をそれぞれ徴収している。

� 当該住居の運営事業者が運営する訪問介護事業所のサービス利用が当該住居の利

用者に集中しており、 抱え込みや個人情報の不適正な管理などの問題がある。

� 居宅サービス計画に、「 介護保険外」 のサービス内容が位置付けられていない。

� 居宅サービス計画及び訪問介護計画に、 訪問介護のサービス区分を決定するため

に必要な具体的サービス内容、 サービス内容に対応する標準的な所要時間が記載

されていない。

（３） 住居において「介護保険」と「介護保険外」のサービスが混合して提供される場合の訪

問介護サービスに係る給付の算定要件について 

� �次の から までのすべての要件を満たす必要があること。

� 利用者の生活の本拠として認められること（ 居宅と認められること）。

� 客観的な課題分析の方式により、 適切なアセスメント が行われていること。

� 「 介護保険」 と「 介護保険外」 のサービス内容が盛り込まれた居宅サービス計画

が作成されていること。

� 居宅サービス計画の内容に沿った「 訪問介護計画書」 が作成され、 かつ「 介護保

険外のサービス計画書」 が作成・ 交付されていること。

� 「 訪問介護計画」 に沿った訪問介護サービスの提供が実際に行われ、 かつ、 訪問

介護サービスの実績記録が整備されていること。

� 「 介護保険外サービス計画書」 に基づき提供されるサービスの実施記録が整備さ

れていること。

（４） 住居において「介護保険」と「介護保険外」のサービスが混合して提供される場合にお

ける居宅サービス計画の作成等について 

 居宅介護支援事業者は、居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格

を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される「 介護保険」 サービスが

特定の種類や特定の事業者又は施設に不当に偏することのないよう、 公正中立に行

わなければならない。また、利用者に提供される「 介護保険」 サービスは、「 介護保

険外」サービスでの日常生活上の世話や生活支援サービス等を考慮して、提供されな

ければならない。 以上から、 次の点に留意して居宅サービス計画の作成等を行うこ

と。

� ２ ４時間生活タイムテーブルシート の作成

  「 介護保険」と「 介護保険外」のサービスを明確に区分するために作成するもの。

� 週間サービス計画表（ 第３ 表） の作成

� モニタリング時における適正なサービス利用状況の確認



� 居宅介護支援事業所に対する指摘内容

分類

� 訪問介護事業所に対する指摘内容（ 訪問系サービス共通）

分類

運
営
関
係

３ 改善指摘事例について

指摘に該当する状況 解説

運
営
関
係

・ 住宅型有料老人ホームやサービス
付き高齢者向け住宅（ 以下、 住宅型
有料老人ホーム等） の入居者のケー
スで、 施設サービスの内容が明確に
把握されていない。

・ 「 介護保険外」 のサービス内容が明らかになって
いないと適切なアセスメント は出来ず、 居宅サービ
ス計画の作成ができません。 「 介護保険」 と「 介護
保険外」 のサービスを明確に区分するため、 住宅型
有料老人ホーム等の管理者などから、 「 介護保険
外」 サービスの提供内容および提供時間を聞き取っ
た上で、 利用者２ ４時間生活タイムテーブルシート
などを作成し、 活用してく ださい。 施設サービス以
外の障害サービス、 家族ケアなどインフォーマル
サービスについても適切に把握し、 計画に位置づけ
てく ださい。

・ 訪問介護事業所や住宅型有料老人
ホーム等の都合により、 介護保険
サービスの提供時間が決められてい
る。

・ 介護保険サービスの提供時間は、 訪問介護事業所
や施設の都合により決められるものではなく 、 ケア
マネジャーの適切なアセスメント から導きだされる
ものです。 訪問介護事業所や施設の一方的な都合に
よりサービス提供時間が決められることは認められ
ません。

・ 訪問介護事業者の都合により、
サービス提供時間が決められてい
る。

・ 訪問介護等の介護保険サービスの提供時間は、 訪
問介護事業所の都合により決められるものではな
く 、 ケアマネジャーの適切なアセスメント から導き
だされるものです。 訪問介護事業所の一方的な都合
によりサービス提供時間が決められることは認めら
れません。

・ 住宅型有料老人ホーム等の管理者
などからの依頼により、 入居者に対
して支給限度額いっぱいまで画一的
に介護保険のサービスを位置づけて
いる。

・ 介護保険サービスは、 施設サービスでは補えない
部分について利用が検討されるものであることを十
分意識し、 利用者個々 のADLやI ADLなどの状態像を把
握し、 利用者や家族の選択・ 希望を十分に配慮しケ
アプランを作成してく ださい。 施設管理者などから
の依頼により、 画一的にケアプランを作成すること
は認められません。

指摘に該当する状況 解説

・ 住宅型有料老人ホーム等に入居す
ることが決まった際、 施設に併設し
ているなどの、 特定の居宅介護支援
事業所へ変更するよう、 利用者、 家
族などに強要している。

・ 入居前に利用していた居宅介護支援事業所の継続
利用も含めて、 どの居宅介護支援事業所を利用する
かは、 利用者、 家族などの意思が尊重されなければ
ならず、 事業所の都合で変更を強要することは認め
られません。



運
営
関
係

・ 専ら訪問介護に従事しなければな
らないサービス提供責任者が、 住宅
型有料老人ホーム等の業務に従事し
ている。

・ 専ら訪問介護の業務に従事させなければならない
サービス提供責任者が、 住宅型有料老人ホーム等の
業務に従事している事例が見られますが、 訪問介護
の人員基準違反になります。 ただし、 常勤換算方法
による非常勤のサービス提供責任者の場合、 サービ
ス提供責任者として従事すべき時間以外の時間帯
は、 住宅型有料老人ホーム等の業務に従事できる場
合があります。

職
員
関
係

・ 訪問介護記録、 住宅型有料老人
ホーム等の記録が混在している。

・ 訪問介護記録、 住宅型有料老人ホーム等の記録が
混在している事例が見られます。 訪問介護につい
て、 提供日、 提供時間、 提供したサービスの具体的
な内容などを住宅型有料老人ホーム等の記録とは明
確に区別をして、 記録に残してく ださい。

・ 訪問介護と住宅型有料老人ホーム
等との人員配置が明確に区分されて
いない。 職員自身が、 いずれのサー
ビスに従事しているか意識していな
い。

・ 訪問介護事業所の職員と、 住宅型有料老人ホーム
等の職員が兼務をする場合には、 兼務関係を明示
し、 勤務時間中に従事する業務が把握できる勤務表
等を作成して、 適切な管理に努めてく ださい。
・ 管理者やサービス提供責任者を中心に、 それぞれ
の職員がきちんと制度の理解、 基準の遵守に努めら
れるような職場環境になるよう心がけてく ださい。

・ １人の訪問介護員が複数の利用者
に同時にサービス提供をしている。

・ 訪問介護記録のサービス提供時間
について、 実際にサービスを提供し
た時間ではなく 、 計画に記載された
時間を一律に記録に残している。

訪問介護記録は、 サービス提供が終了した後で、 実
際にサービス提供をした時間、 内容等を正確に記録
に残してく ださい。 記録が正しく 残されておらず、
客観的に提供したサービスの時間、 内容などが不明
確な場合、 不適切な請求として給付費の返還を求め
る場合があります。

・ 計画に位置づけられた時間通りの
サービスが提供されていない。

・ 住宅型有料老人ホーム等の入居者に対するサービ
ス提供について、 ケアプランに位置づけられた時間
ではない時間にサービス提供がされている、 又はケ
アプランに位置づけられた時間よりも短い時間で
サービスが終了している事例が見られます。 必要で
あれば、 担当ケアマネジャーと調整するなどし、 訪
問介護計画を変更していただく 必要があります。 ま
た、 計画通りのサービスが提供されていない場合、
給付費の返還を求める場合がありますので十分注意
してく ださい。

・ 訪問介護については、 ケアプラン、 訪問介護計画
等に基づき、 １対１でサービス提供をすることが原
則ですが、 住宅型有料老人ホーム等の食事介助など
において、 計画に位置づけられている利用者以外の
利用者に対する介助も同時に行っている事例が見ら
れます。 １ 人の訪問介護員が複数の利用者に同時に
サービス提供をすることは認められませんので、 十
分注意してく ださい。



� 住宅型有料老人ホーム等に対する指摘内容

分類

・ 入居に際して、 当該住宅型有料老
人ホーム等に関連する、 特定の居宅
介護支援事業所や訪問介護事業所の
利用を強要している。

・ どの介護保険事業所を利用するかは、 利用者や家
族の選択によるものでなければなりません。 近隣の
介護サービス事業所についても情報提供を行い、 特
定の事業所を利用することが入居の条件になってい
るかのような誤解を与えないようにしてく ださい。

運
営
関
係

・ 住宅型有料老人ホーム等が提供す
るサービスが明確になっていない。

・ 入居者が介護保険サービスを利用する場合は、 住
宅型有料老人ホーム等のサービスでは補えない部分
について利用が検討されるものであることに十分留
意し、 施設が提供するサービスについて明確にして
く ださい。
・ 住宅型有料老人ホーム等が提供するサービスにつ
いて、 契約書や重要事項説明書に明記してく ださ
い。 また、 施設サービス計画書等を作成するなどに
より、 施設が提供するサービスを明確にし、 ケアマ
ネジャーに情報提供してく ださい。

解説指摘に該当する状況

・ 常時介護に対応できる職員体制が
とられていない。

・ 訪問介護等と兼務している職員に
ついて、 兼務関係が明確になってい
ない。 また、 それぞれの業務に従事
する時間帯が明確になっていない。

職
員
関
係

・ 24時間を通して有料老人ホームの職員が不在の時
間帯がないよう、 職員を配置してく ださい。
・ 配置する職員の数については、 入居者数や提供す
るサービスの内容に応じて、 支障のない職員数を配
置してく ださい。
・ 訪問介護等と兼務をする場合において、 訪問介護
等の業務に従事している時間は、 有料老人ホームの
職員が配置されている時間とはみなされないので、
注意してく ださい。

・ 兼務関係を明示し、 勤務時間中に従事する業務が
把握できる勤務表等を作成して、 適切な管理に努め
てく ださい。



※「都道府県」を「政令指定都市」と置き換えます。
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